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第 1号議案 

令和 6年度 東京都保険者協議会事業計画等について 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 別紙のとおりといたしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年 2月 19日提出 

 

 

 

 

 

 

 

東京都保険者協議会 

                              会長  桃原 慎一郎 
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令和 6年度 東京都保険者協議会事業計画（案） 

 

● 東京都保険者協議会（年 3回程度） 

・各事業の進捗状況報告及び事業報告を行う。  

・令和 7年度の予算及び事業計画について協議を行う。 

・特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた協議を行い、厚生労働省に対し要望書の

提出を行う。 

・東京都保健医療計画等の変更に関し、保険者協議会で行った調査及び分析の結果等に基づく

意見提出等を行う。 

・東京都医療費適正化計画の変更及び同計画に基づく施策の実施に関する東京都からの協力要

請に基づく保険者との調整等を行う。 

・医療費及び特定健康診査に関するデータや保健事業や医療費適正化に関する取組状況を共有

し、必要な取組を協議する。 

 
● 特定健診・特定保健指導特別部会（状況に応じて随時開催） 

・特定健診等の実施について、区市町村国保保険者と地区医師会との契約（島しょ地区におい

ては、健診センター等と契約）状況を把握し、それをベースとした集合契約が円滑に行われ

るよう検討・協議し、関係機関との調整を行う。 

・特定健診と特定保健指導の実施率向上に向けた取組について対応策を検討し、保険者が連携

した取組を実施する。 

・東京都保険者協議会の各種事業の周知を行うとともに円滑な実施に向けた情報提供等を行う

ためのホームページの運用・保守を行う。 

 
● データ分析部会（年 3回程度） 

・各医療保険者が保有するデータの活用について検討等を行う。 

・データヘルス計画の推進等に係る検討 

・データ分析に係る人材育成のための研修会を行う。 

 
● 保健活動部会（年 3回程度） 

・医療保険者が行う保健事業について協議を行い、各保険者の参考となるよう周知（情報提供）

を行う。 

・特定健診・特定保健指導等のプログラム研修会を開催する。 

・保険者協働で取り組む広報活動等について検討・実施する。 

 
● 医療計画等検討部会（状況に応じて随時開催） 

・第 4期東京都医療費適正化計画の変更に関し、データ分析部会において行った調査及び分析

の結果等に基づく意見提出のための検討等を行う。 

・第 4期東京都医療費適正化計画に基づく施策の実施に関する東京都からの協力要請に基づき

保険者との調整等を行う。 

・第 8次東京都保健医療計画の変更に関し、データ分析部会において行った調査及び分析の結

果等に基づく意見提出のための検討等を行う。 

・地域医療構想調整会議、在宅療養ワーキング及び医療と介護の協議の場等に関する情報を収

集し、必要に応じ情報提供や検討等を行う。 
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令和 6年度 東京都保険者協議会  

特定健診・特定保健指導特別部会 実施計画（案） 

 

 

1 実施概要 

特定健診等を実施するための条件整備について検討を行う。 

 

2 実施内容 

・特定健診等の実施について、区市町村国保保険者と地区医師会との契約（島しょ地区

においては、健診センター等と契約）状況を把握し、それをベースとした集合契約が

円滑に行われるよう検討・協議し、関係機関との調整を行う。 

・特定健診と特定保健指導の実施率向上に向けた取組について対応策を検討し、保険者

が連携した取組を実施する。 

・東京都保険者協議会の各種事業の周知を行うとともに円滑な実施に向けた情報提供等

を行うためのホームページの運用・保守を行う。 

 

3 開催日程 

状況に応じて随時開催  
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令和 6年度 東京都保険者協議会 データ分析部会 実施計画（案） 

 

1 実施概要 

保健医療計画等の変更に対し必要な意見を提出するための調査及びデータ分析の実

施について検討を行う。 

また、医療費データ等に関する情報の収集やデータヘルスの推進等に係る事業等に

ついての検討を行う。 

 

2 実施内容 

・各医療保険者が保有するデータの活用について検討等を行う。 

・データヘルス計画の推進等に係る検討、研修会を行う。 

・各医療保険者が行う医療費適正化の取組状況や課題を把握し、好事例や医療費分析

結果等の共有を行う。 

 

3 開催日程 

   第 1回  令和 6年   6月 

   第 2回  令和 6年   9月 

   第 3回  令和 7年   1月 
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令和 6年度 東京都保険者協議会保健活動部会 実施計画（案） 

 

1 実施概要 

    各医療保険者が行う保健事業に関する情報の収集及び各保険者協働での広報の実施

等について検討を行う。 

    また、特定健診・特定保健指導等の実施率向上等の支援やデータヘルスの推進等に係

る事業についての検討を行う。 

 

2 実施内容 

・医療保険者が行う保健事業について情報共有を行い、各保険者の参考となるよう周知

（情報提供）を行う。 

・特定健診・特定保健指導等の実施率の高い保険者の取組事例の共有を行う。 

・保健事業に関するポスター等を作成し、保険者協働での広報活動等を行う。 

・特定健診・特定保健指導等のプログラム研修会を開催する。 

 

3 開催日程 

   第 1回  令和 6年   6月 

   第 2回  令和 6年   9月～10月 

   第 3回  令和 7年   1月～2月 
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令和 6年度 東京都保険者協議会 医療計画等検討部会 実施計画（案） 

 

 

1 実施概要 

医療費適正化計画及び保健医療計画が変更される場合は、調査及び分析の結果等に

基づく意見提出のための検討等を行う。 

また、医療費適正化計画の実施についての東京都への協力に関し、保険者との調整

等を行う。 

さらに、医療費適正化計画、保健医療計画、地域医療構想調整会議、在宅療養ワー

キング及び医療と介護の協議の場等に関する情報の収集を行う。 

 

2 実施内容 

・第 4期東京都医療費適正化計画の変更に関し、データ分析部会において行った調査及

び分析の結果等に基づく意見提出のための検討等を行う。 

・第 4期東京都医療費適正化計画に基づく施策の実施に関する東京都からの協力要請に

基づき保険者との調整等を行う。 

・第 8次東京都保健医療計画の変更に関し、データ分析部会において行った調査及び分

析の結果等に基づく意見提出のための検討等を行う。 

・地域医療構想調整会議、在宅療養ワーキング及び医療と介護の協議の場等に関する情

報を収集し、必要に応じ情報提供や検討等を行う。 

 

3 開催日程 

   状況に応じて随時開催 
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第 2号議案 

令和 6年度 東京都保険者協議会関係業務会計歳入歳出予算について 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 別紙のとおりといたしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年 2月 19日提出 

 

 

 

 

 

 

 

東京都保険者協議会 

                              会長  桃原 慎一郎 
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令和 6年度東京都保険者協議会関係業務会計歳入歳出予算 
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令和 6年度東京都保険者協議会関係業務会計歳入歳出予算 

歳 入                                  （単位：千円） 

      

款 項 金  額 

      

 １  負  担  金 
  

13,630 
  

  
 １  負 担 金 13,630 

  

 ２  国 庫 支 出 金 
  

13,630 
  

  
 １  国 庫 補 助 金 13,630 

  

 ３  諸 収 入 
  

2 
  

  
 １ 諸 収 入 2 

  

 ４  繰 越 金 
  

1 
  

  
 １ 繰 越 金 1 

  

      

      

      

      

      

      

      

   

   

      

      

      

      

      

歳    入    合    計 27,263 
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歳 出                                  （単位：千円） 

      

款 項 金  額 

      

 １  総 務 費 
  

1,799 
  

  
 １  総 務 管 理 費 1,799 

  

 ２  事 業 費 
  

7,603 
  

  
 １  事   業   費 7,603 

  

 ３  諸 支 出 金 
  

17,761 
  

  
 １  諸  支  出  金 17,760 

  

 
２ 償還金及び還付金 1 

４  予 備 費   100 

 
 
１  予   備   費 

 
100  

 
      

      

   

   

   

   

      

      

      

   

   

      

歳    出    合    計 27,263 
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令和 6年度東京都保険者協議会関係業務会計歳入歳出予算事項別明細書 

歳 入                                                           （単位：千円） 

款 項 目 節 本年度 前年度 比 較 節(金額) 事項別計上説明 

1 負担金 13,630 14,945 △1,315   
 

  

  1 負担金 13,630 14,945 △1,315   
 

  

    1 負担金 13,630 14,945 △1,315   各団体割   

      1 現年分     13,629     

   
2 未収繰越分 

 
  1 

  
2 国庫支出金 13,630 14,945 △1,315       

  1 国庫補助金 13,630 14,945 △1,315       

    1 高齢者医療制度円滑 

運営事業費補助金 

13,630 

 

14,945 

 

△1,315 

  

      

            

      1 高齢者医療制度円滑

運営事業費補助金 
    

13,630 

  

    

            

3 諸収入 2 2 0       

  1 諸収入 2 2 0       

    1 預金利子 1 1 0       

      1 預金利子     1     

    2 雑入 1 1 0       

   
1 雑入 

 
  1 

  
4  繰越金 1 1 0   

 
  

 1 繰越金 1 1 0    

    1 繰越金 1  1 0       

      1  繰越金     1      

             

             

             

       

 

   

歳 入 合 計 27,263 29,893 △2,630       
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歳 出                                                           （単位：千円）  

款 項 目 節 本年度 前年度 比 較 節(金額) 事項別計上説明 

1 総務費 1,799 1,881  △82     
  

  

  1 総務管理費 1,799 1,881  △82     
  

  

    1 一般管理費 1,799 1,881  △82     
  

  

      9 旅費     161 
  

  

   
11 需用費 

 
  100 

   
      12 役務費     2 

  
  

      13 委託料     1,534 ホームページ運用・保守料 

 

   

19 負担金、補助 

及び交付金  

  1    

  
  

  

   
27 公課費 

 
  1 

   
2 事業費 7,603 10,151  △2,548     

  
  

  1 事業費 7,603 10,151 △2,548     
  

  

    1 育成指導費 2,834 4,483 △1,649   研修会関係経費 

      8 報償費     650   
  

  

      9 旅費     130   
  

  

      11 需用費     161   
  

  

      12 役務費     10   
  

  

   
13 委託料 

 
  251 

 

      
14 使用料及び 

賃 借 料 
    

1,623 

 

会場借上料等 

 

 

   

19 負担金、補助 

及び交付金  
  

 9 

    

    2 協議会費 4,013 4,961  △948     協議会関係経費 

      1 報酬     1   
  

  

      8 報償費     104   

      9 旅費     4   
  

  

      11 需用費     990   
  

  

      12 役務費     810   
  

  

   
13 委託料 

 
  40 

    

 

  

14 使用料及び 

 
  

2,063 

 

会場借上料等 

 
 

賃 借 料 

  

19 負担金、補助 

及び交付金  

  1 
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款 項 目 節 本年度 前年度 比 較 節(金額) 事項別計上説明 

    3 調査研究費 756 707  49   調査・分析関係等経費 

   
8 報償費 

 
  1 

    

   
9 旅費 

 
  1 

    
      11 需用費 

 
  2         

   
12 役務費 

 
  1 

    

 
  

13 委託料     750 業務委託費用 

14 使用料及び 

賃 借 料  
  

1 

 
  

 
 

   
3 諸支出金 17,761 17,761 0   

   
  

  1 諸支出金 17,760 17,760 0   人件費(連合会事務局) 

    1 国民健康保険団体 

連 合 会 支 出 金 

17,760 

 

17,760 

 

0 

 
     

  

 
  

    

      
  

19 負担金、補助 

及び交付金 
    

17,760 

    
  

 
2 償還金及び還付金 1 1 0 

    

  
1 償還金及び還付金 1 1 0 

     
 

   

23 償還金、利子 

及び割引料  
  

1 

     

4 予備費 100 100 0     
  

  

  1 予備費 100 100 0     
  

  

    1 予備費 100 100 0     
  

  

      
  

     

      
  

     

      
  

     

      
  

     

      
  

     

      
  

     

      
  

     
             

             

             

歳 出 合 計 27,263 29,893  △2,630           
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第 3号議案 

東京都保険者協議会の規程改正について 

 

（提案の趣旨） 

東京都保険者協議会の規程について、法律改正等に伴う文言整理などの軽易な事項に係

る改正は、会長の専決事項といたしたい。 

   

 

 

 

 

 

 別紙のとおりといたしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年 2月 19日提出 

 

 

 

 

 

 

 

東京都保険者協議会 

                              会長  桃原 慎一郎 
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東京都保険者協議会の規程改正について 

 

 

 東京都保険者協議会では、国が例示する「保険者協議会設置運営規程」のほか、財務に

関する「財務規程」や公印に関する「公印規程」をそれぞれ定めており、これらの規程を

改正する際は、東京都保険者協議会の議決により行っているところである。 

 今後も規程の根幹をなす部分を改正する際は、今までどおり東京都保険者協議会の議決

をいただくが、法律改正等に伴う文言整理などの軽易な事項に係る改正は、意思決定の効

率化を図るため、会長の専決事項とすることといたしたい。 

 

 

 

  


